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別紙２



 

はじめに 

 

 喫煙行為は，個人の自由の範疇に属する行為であり，喫煙時に周囲の方の身

体等への被害の防止や健康への影響の抑制を図ることは，第一に喫煙者自らが

マナーとして守るべき事柄である。 

 しかし，マナーを欠いた喫煙行為によるやけどや焼け焦げ等の被害の防止や

健康への影響の抑制を図るため，特に多数の方がいる場所での喫煙行為に対し

ては，公的なルールとして一定の規制が必要となった。 

そこで，「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」(以下「条例」という。)

が平成１９年５月２９日に制定，同年６月１日に施行された。 

この条例は，市民及び観光旅行者その他の滞在者(以下「市民等」という。)

の安心かつ安全で健康な生活の確保に寄与することを目的として，路上喫煙等

による身体及び財産への被害の防止並びに健康への影響の抑制を図る趣旨で制

定されたものであり，京都市路上喫煙等対策審議会は，条例第７条の規定に基

づく市長の諮問機関として設置されている。 

条例第５条第１項では，条例の趣旨から特に路上喫煙等を禁止する必要があ

ると認められる区域について，市長が路上喫煙等禁止区域(以下「禁止区域」と

いう。)に指定することができる旨の規定が設けられ，同条第３項では，禁止区

域の指定に先立ち，市長が本審議会の意見を聴くよう定められている。 

本審議会は，平成１９年８月１０日付け文市地第６２号により，条例の施行

に関する重要事項として，路上喫煙等禁止区域の指定についての諮問を受けた。 

 今回，禁止区域の指定について，答申を行うものであるが，禁止区域の指定

を契機として，喫煙マナーの向上が図られ，市域全体において喫煙者と非喫煙

者がともに快適に過ごせるようになることを期待するものである。 
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１ 禁止区域の指定の考え方 

(1) 条例は，屋外の公共の場では，路上喫煙等をしないよう努力する義務を

課すとともに，「禁止区域」を設け，喫煙しない義務を課し，違反者に罰則

を適用することとしている。 

しかし，条例制定の趣旨は，実際の路上喫煙による迷惑や被害の防止と

ともに，違反者が路上喫煙防止の趣旨を理解し，マナー向上の契機となる

ことを期待するものであり，喫煙する自由を制限する「禁止区域」の指定

は，周囲の市民等に迷惑や危険を及ぼす状況が多く生じる（危険性が高い）

と想定される地域に限定すべきである。 

 

(2) 禁止区域の指定方法としては，大別して，面（エリア）で指定する方法

と線（道路）で指定する方法があるが，禁止区域に指定すること自体に一

定の啓発効果が期待できるため，禁止区域の指定に当たっては，市民等に

わかりやすく，明確にその範囲を示し周知でき，かつ，実効性のある取組

を進めていくことができる区域とすることが重要である。 

面で指定することは，一見すると市民等に分かりやすいように思われる

が，相対的に通行量が少ない（危険性が低い）細街路まで含まれてしまい，

禁止区域の指定は限定的であるべきという原則に反するとともに，禁止区

域に私有地が含まれ，公有地との区別が必ずしも明確でない場合があるた

め，市民等に対する明確性という点からも，線（道路）で指定する方法が

よいと考える。 
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２ 具体的な禁止区域について 

以上の考え方及び京都市が行った定点調査の結果を踏まえ，禁止区域を 

「路上喫煙が行われると，やけど等の被害や健康への影響が生じる危険性が

大きい，平日及び休日の平均通行者数がともに１，０００人以上ある路線」

とし，下記に掲げる路線を指定することを妥当とする。 

 

記 

 

          河原町通（御池通から四条通まで） 

          裏寺町通（六角通から四条通まで） 

          新京極通（三条通から四条通まで） 

          寺町通 （御池通から四条通まで） 

          烏丸通 （御池通から四条通まで） 

          三条通 （三条大橋から烏丸通まで） 

          六角通 （河原町通から寺町通まで） 

          蛸薬師通（河原町通から寺町通まで） 

          錦小路通（新京極通から烏丸通まで） 

          四条通 （東大路通から烏丸通まで） 
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＜付帯意見＞ 

 本審議会は，今後の京都市の路上喫煙対策において，次の事項に留意するこ

とを市長に具申する。 

 

１ 路上喫煙等禁止区域の指定については，市民や観光客に対して十分周知を

図るとともに，同区域内において路上喫煙等を行う者に対して路上喫煙をや

めるよう徹底した指導を行うこと。 

 

２ 喫煙者と非喫煙者の共存を目指す観点から，路上喫煙等禁止区域周辺の適

当な場所に，周囲に配慮した喫煙設備を設置すること。 

 

３ 今後，多数の通行量がある区域については，必要に応じて路上喫煙等禁止

区域に追加指定することを検討すること。 
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はじめに 

 

 喫煙行為は，個人の自由の範疇に属する行為であり，喫煙時に周囲の方の身

体等への被害の防止や健康への影響の抑制を図ることは，第一に喫煙者自らが

マナーとして守るべき事柄である。 

 しかし，マナーを欠いた喫煙行為によるやけどや焼け焦げ等の被害の防止や

健康への影響の抑制を図るため，公共の場所での喫煙行為に対しては，公的な

ルールとして一定の規制が必要である。 

そこで，「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」(以下「条例」という。)

が平成１９年６月１日に施行された。 

この条例は，市民及び観光旅行者その他の滞在者(以下「市民等」という。)

の安心かつ安全で健康な生活の確保に寄与することを目的として，路上喫煙等

による身体及び財産への被害の防止並びに健康への影響の抑制を図る趣旨で制

定されたものであり，京都市路上喫煙等対策審議会は，条例第７条の規定に基

づく市長の諮問機関として設置されている。 

この度，本審議会は，平成２０年２月１９日付け文市地第９８号により，条

例の施行に関する重要事項として，過料の金額及び徴収開始時期についての諮

問を受け，答申を行うものである。 

路上喫煙等禁止区域（以下「禁止区域」という。）での違反者に対する過料徴

収を契機として，路上喫煙等に対する市民意識及び喫煙マナーの向上が図られ，

京都市全域において喫煙者と非喫煙者がともに快適に過ごせるようになること

を期待するものである。 
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１ 過料徴収についての考え方 

(1) 現状 

  本審議会において，条例の目的を達成できるよう，京都市の諮問に応じ

審議し，第２回審議会で「路上喫煙等禁止区域の指定について」の答申を

提出した。 

この答申内容を踏まえ，京都市では，平成１９年１１月１日に禁止区域

を指定し，広報活動及び巡回・指導等を行ってきたところである。 

   これまでの取組の効果を検証すると，禁止区域の指定前と比較し，路上

喫煙等を行っている者（以下「路上喫煙者」という。）の割合が一定減少し

ているが，その効果には限界があること及び路上喫煙等による危険性が依

然として存在しているため，更に強力に取組を推進する必要がある。 

   

 (2) 過料徴収についての考え方 

   過料は行政上の秩序を害する行為に対し科す「行政罰」であり，路上喫

煙者に対する制裁としての側面を有するため，過料徴収の実施には慎重な

判断が必要となるが，現状を考察すると，路上喫煙等による危険を防止す

るまでに至っておらず，これまでの取組のみでは条例の実効性が確保でき

ない。 

   また，過料徴収の実施によって，禁止区域での路上喫煙等を抑止するこ

と（抑止効果）及び違反者に条例に対する理解を促進し再発を防止するこ

と（再発防止効果）が期待でき，その結果，路上喫煙等に対する市民意識

及び喫煙マナーの向上を図ることが可能である。 

以上のことから，条例の実効性を確保するためには，過料を徴収してい

る他都市の取組状況も参考にしながら，京都市で過料徴収を実施する必要

がある。 

 

2 

15



 

２ 過料の金額及び徴収開始時期 

 (1) 金額 

   過料徴収による抑止効果及び再発防止効果が十分に期待でき，かつ，過

料徴収における違反者間の公平性の確保及び現場での効率的な手続きの観

点から現金で徴収できる金額として，過料の金額は１千円とすることが妥

当である。 

 (2) 徴収開始時期 

   平成１９年６月１日の条例制定から１年，同年１１月１日の禁止区域指

定から約半年の節目であり，過料の金額及び徴収開始時期の周知期間とし

て十分な期間が確保でき，更には，春の観光シーズンによる混雑を避けら

れることから，徴収開始時期は平成２０年６月１日とすることが妥当であ

る。 
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＜付帯意見＞ 

 本審議会は，条例の取組を推進するうえで，次の事項に留意することを市長

に具申する。 

 

・ 過料の適用に当たっては，市民はもとより，観光旅行者等に対して，周

知徹底を図ること。併せて，路上喫煙等をしないよう努力する義務につい

ての広報活動を十分に行うこと。 
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はじめに 

 

 喫煙行為は，個人の自由の範疇に属する行為であり，喫煙時に周囲の方の身

体等への被害の防止や健康への影響の抑制を図ることは，第一に喫煙者自らが

マナーとして守るべき事柄である。 

 しかし，マナーを欠いた喫煙行為によるやけどや焼け焦げ等の被害の防止や

健康への影響の抑制を図るため，公共の場所での喫煙行為に対しては，公的な

ルールとして一定の規制が必要である。 

そこで，「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」(以下「条例」という。)

が平成１９年６月１日に施行された。 

この条例は，市民及び観光旅行者その他の滞在者(以下「市民等」という。)

の安心かつ安全で健康な生活の確保に寄与することを目的として，路上喫煙等

による身体及び財産への被害の防止並びに健康への影響の抑制を図る趣旨で制

定されたものであり，京都市路上喫煙等対策審議会は，条例第７条の規定に基

づく市長の諮問機関として設置されている。 

この度，本審議会は，平成２１年１１月２日付け文市地第６８号により，条

例の施行に関する重要事項として，新たな路上喫煙等禁止区域（以下「禁止区

域」という。）の指定についての諮問を受け，京都市が提示した市内中心部の追

加指定案について答申を行うものである。 

この市内中心部での禁止区域の指定を契機として，より多くの市民等が「路

上喫煙等はいけない。」との認識を共有し，路上喫煙等に対する市民意識及び喫

煙マナーの向上が図られることはもとより，京都市全域において喫煙者と非喫

煙者がともに快適に過ごせるようになることを期待するものである。 
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１ これまでの禁止区域指定の考え方 

  喫煙する自由を制限し，かつ，路上喫煙者に対する制裁としての側面を有

する禁止区域の指定は，周囲の市民等に迷惑や危険を及ぼす状況が多く生じ

る（危険性が高い）と想定される地域に限定すべきである。また，禁止区域

に指定すること自体に一定の啓発効果が期待できるため，市民等にわかりや

すく，明確にその範囲を示し周知でき，かつ，実効性のある取組を進めてい

くことができる区域とすることが重要である。 

禁止区域の指定は，禁止区域内では過料徴収を伴うことから，禁止区域で

の路上喫煙等を抑止すること（抑止効果）及び違反者に条例に対する理解を

促進し再発を防止すること（再発防止効果）が期待でき，その結果，路上喫

煙等に対する市民意識及び喫煙マナーの向上を図ることができる区域である

ことが求められる。 

 

２ 現状と課題 

  これらの考え方を基礎として，京都市では，平成１９年１１月１日に禁止

区域を指定するとともに，平成２０年６月１日から過料徴収を開始してきた

ところである。 

これまでの取組の効果を検証すると，禁止区域指定前と比較して，禁止区

域での路上喫煙等を行っている者（以下「路上喫煙者」という。）の割合は大

幅に減少するなど大きな効果が表れている。 

その一方で，市民等に「路上喫煙等はいけない。」との認識が十分に浸透し

ておらず，禁止区域以外では路上喫煙者が見受けられる状況にある。 
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３ 具体的な禁止区域について 

  禁止区域周辺での路上喫煙者を減少させることができるとともに，これま

で以上に市民等にわかりやすく，明確にその範囲を示し周知でき，取組の広

報効果を高めることができる区域として，京都市が提示した案のとおり指定

することを妥当とする。 

   

◎京都市案 

 河原町通，四条通，烏丸通，御池通で囲まれた本市が管理する道路 

 

ただし，京都市案の囲まれた範囲内にある，誰もが通行でき，広く一般に

開放されている私有地については，禁止区域の指定に関して，京都市が土地

所有者等に説明し，理解が得られる場合には，適時指定するものとする。 
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４ 今後の路上喫煙対策のあり方について 

本審議会では，現行禁止区域における課題解決を図るため，京都市案に対

し，答申として一定の結論を導き出した。京都市においては，この答申を踏

まえ，課題解決に向けて禁止区域を指定することはもとより，路上喫煙等に

対する市民意識及び喫煙マナーの更なる向上が図られるよう，今後，路上喫

煙対策を推進するに当たり，以下の２項目について留意すること。 

 

 ・ 諮問事項である「新たな路上喫煙等禁止区域の指定」について，本審議

会の場で，継続して検討していく必要があるものと認識している。そのた

め，京都市では，この答申で示した考え方を前提として，禁止区域に指定

することによって，高い広報効果が期待できる区域の選定に向けた調査，

検討を行うこと。 

 

・ 路上喫煙対策を実施する住民団体等と緊密に連携を図り，地域の自主的

な活動を支援すること。 
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 京都市路上喫煙等対策審議会においては，平成２１年１１月２日付け文市地

第６８号の諮問を受け，条例の施行に関する重要事項として，新たな路上喫煙

等禁止区域（以下「禁止区域」という。）の指定について，審議を行ってきた。 

 平成２２年４月６日には，当初に禁止区域に指定した市内中心部１０路線に

おける課題解決を図るため，「河原町通，四条通，烏丸通，御池通で囲まれた

区域」に禁止区域を拡大することについて，答申を行い，市内中心部における

禁止区域の明確化を図ったところである。 

 さらには，前回答申における継続課題であった，高い広報効果が期待できる

区域の指定について，今日まで引き続き，審議を行った結果，下記のとおり，

答申を行うものである。 

 

記 

 

 本審議会は，高い広報効果が期待できる区域として，「京都駅周辺」及び

「清水・祇園周辺」地域（別添の地図参照）を禁止区域に指定することを適当

と判断する。 

 まず，「京都駅周辺」地域は，京都駅が「国際観光都市・京都」の玄関口で

あり，市内観光地への出発点であるとともに，京都駅を中心に大型小売店舗が

立地するなど多くの人が集まり，特に観光旅行者等に対し，本市の取組を周知

するのに最適の地域である。 

 次に，「清水・祇園周辺」 地域は，市街地にあって，京都らしい町並み，歴

史的資産，自然景観があふれる京都を象徴する観光地であり，長年，最も多く

の観光旅行者が訪れ，外国人にも人気があることから，国内外への高いＰＲ効

果が期待される地域である。 

 

 この「京都駅周辺」及び「清水・祇園周辺」地域の指定を契機として，より

多くの市民及び観光旅行者等が「路上喫煙はいけない。」との認識を共有し，

路上喫煙等に対する意識及び喫煙マナーの向上が図られることはもとより，京

都市全域において喫煙者と非喫煙者がともに快適に過ごせるようになることを

期待するものである。 

 

 なお，禁止区域の指定に当たっては，市民はもとより観光旅行者等に対して，

きめ細かな啓発を行う必要があるため，十分な周知期間を設けるべきである。 
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○京都駅周辺地域 

 

 

○清水・祇園周辺地域 

 
 

別添
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議第６５号 京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の制定について 

（１９年５月２９日付帯決議） 

 

 

京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例に基づく，繁華街の特に歩行者が多い道路での路上

喫煙の禁止等の取組は，市民，観光旅行者の安心かつ安全で健康な生活の確保に寄与するもの

である。 

しかしながら，この取組を実効あるものとするためには，市民等の理解が何よりも必要である。 

そこで，次の点について最大限の努力を払うべきである。 

 

１ 周知啓発については，関係団体等と十分連携しながら，全庁を挙げて取り組むこと。 

２ 禁止区域及びその周辺地域において，喫煙者にも配慮した措置を講じるよう努めること。 

３ 過料の徴収については，周知啓発や指導の状況を勘案し決定すること。 
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別紙３

喫煙場所対策強化区域
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別紙４
過料処分件数の推移

（内訳）

うち男性 うち女性 うち市内在住 うち外国人

- - - 平成19年 6月　条例を施行

- - - 　　　　11月　「市内中心部」10路線を禁止区域に指定

439 41 203 8 平成20年 6月　過料徴収を開始

91.5% 8.5% 42.3% 1.7%

379 12 206 0

96.9% 3.1% 52.7% 0.0%

2,497 257 1,837 53 平成22年 7月　禁止区域「市内中心部」を拡大

90.7% 9.3% 66.7% 1.9%

5,057 581 4,021 58 平成23年 4月　路上喫煙等監視指導員を増員（6人→9人）

89.7% 10.3% 71.3% 1.0% 平成24年 2月　「京都駅地域」「清水・祇園地域」を

6,202 592 3,332 288 　　　　　　　禁止区域に指定

91.3% 8.7% 49.0% 4.2%

3,963 417 2,093 273

90.5% 9.5% 47.8% 6.2%

2,607 361 997 395

87.8% 12.2% 33.6% 13.3%

1,952 273 655 512

87.7% 12.3% 29.4% 23.0%

1,433 199 442 510

87.8% 12.2% 27.1% 31.3%

985 110 315 349

90.0% 10.0% 28.8% 31.9%

788 98 210 348

88.9% 11.1% 23.7% 39.3%

741 84 179 330 平成31年 4月　試行的に禁止区域外の啓発・巡回を開始

89.8% 10.2% 21.7% 40.0%

382 42 192 11 令和2年度～　・新型コロナウイルス感染症対策のため街頭啓発を中止　

90.1% 9.9% 45.3% 2.6% 　　　　　 ・拡声器付き公用車を用いた音声啓発を開始

345 18 163 4

95.0% 5.0% 44.9% 1.1%

334 24 133 31 令和4年度～　・新型コロナウイルス感染症の収束に伴い街頭啓発を再開

93.3% 6.7% 37.2% 8.7% 令和5年3月 　・「路上喫煙禁止区域」を「路上喫煙等対策強化区域」

248 29 72 82 　　　　　  に変更する改正条例の施行

89.5% 10.5% 26.0% 29.6%

399 51 143 151

88.7% 11.3% 31.8% 33.6%

437 50 150 174

89.7% 10.3% 30.8% 35.7%
28,751 3,189 15,193 3,403

88.7% 9.8% 46.9% 10.5%

過料処分件数の推移グラフ（平成２０年度～令和６年度）

取組の変化等

20年度 480

過料処分
件数

年度

19年度 -

21年度 391

22年度 2,754

23年度 5,638

24年度 6,794

30年度 886

令和元年度

25年度 4,380

26年度 2,968

825

令和２年度 424

27年度 2,225

累計 32,427

29年度 1,095

28年度 1,632

令和７年度
（12月末現在）

487

令和３年度 363

令和６年度 450

277令和５年度

令和４年度 358

95.0%
93.3%
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定点調査　調査結果

No．
場所

歩行者数
（＝Ａ）

路上喫煙
者数
（＝B）

Ｂ／Ａ
　(％)

歩行者数
（＝Ａ）

路上喫煙
者数
（＝B）

Ｂ／Ａ
　(％)

歩行者数
（＝Ａ）

路上喫煙
者数
（＝B）

Ｂ／Ａ
　(％)

歩行者数
（＝Ａ）

路上喫煙
者数
（＝B）

Ｂ／Ａ
　(％)

歩行者数
（＝Ａ）

路上喫煙
者数
（＝B）

Ｂ／Ａ
　(％)

歩行者数
（＝Ａ）

路上喫煙
者数
（＝B）

Ｂ／Ａ
　(％)

1 京都駅（JR・烏丸口）
6,762 0 0.00 9,979 0 0.00 10,324 0 0.00 15,639 0 0.00 20,410 0 0.00 13,591 0 0.00

2 京都駅（JR・八条口）
2,254 1 0.04 4,174 0 0.00 3,421 0 0.00 4,983 0 0.00 4,222 2 0.05 5,454 0 0.00

3 京都駅（JR・八条口）
5,344 0 0.00 5,766 0 0.00 5,919 0 0.00 6,850 0 0.00 7,596 0 0.00 7,365 1 0.01

4 円町駅（JR）
2,059 5 0.24 1,929 8 0.41 1,934 5 0.26 2,450 4 0.16 2,517 5 0.20 2,543 4 0.16

5 二条駅（JR）
4,905 2 0.04 4,590 2 0.04 4,438 2 0.05 6,252 4 0.06 6,991 7 0.10 3,908 2 0.05

6 西大路駅（JR）
2,619 4 0.15 2,487 5 0.20 1,870 2 0.11 2,206 5 0.23 2,434 0 0.00 2,159 1 0.05

7 山科駅（JR）
3,449 0 0.00 2,926 1 0.03 2,635 0 0.00 2,664 6 0.23 5,549 9 0.16 1,871 7 0.37

8 出町柳駅（京阪）
1,208 6 0.50 1,051 2 0.19 1,247 4 0.32 1,491 1 0.07 1,162 1 0.09 1,238 1 0.08

9 三条駅（京阪）
2,140 6 0.28 2,669 0 0.00 2,541 5 0.20 4,933 2 0.04 4,244 0 0.00 2,653 3 0.11

10 祇園四条駅（京阪）
5,170 4 0.08 9,198 1 0.01 6,805 0 0.00 8,841 0 0.00 18,673 1 0.01 17,829 0 0.00

11 伏見桃山駅（京阪）
6,810 1 0.01 8,662 3 0.03 6,710 7 0.10 6,445 3 0.05 8,840 6 0.07 7,088 2 0.03

12 北大路駅（地下鉄）
3,803 1 0.03 3,652 0 0.00 3,620 0 0.00 3,707 0 0.00 2,052 0 0.00 2,449 1 0.04

13 今出川駅（地下鉄）
2,204 0 0.00 2,491 1 0.04 3,046 0 0.00 3,012 0 0.00 4,043 0 0.00 3,066 3 0.10

14 烏丸御池駅（地下鉄）
2,263 0 0.00 1,200 1 0.08 2,296 1 0.04 2,912 0 0.00 3,006 5 0.17 4,777 0 0.00

15 五条駅（地下鉄）
2,310 4 0.17 1,847 2 0.11 1,370 1 0.07 2,073 1 0.05 3,354 0 0.00 1,537 0 0.00

16 京都市役所前駅（地下鉄）
4,239 0 0.00 3,635 2 0.06 3,432 0 0.00 6,590 0 0.00 6,557 1 0.02 5,766 0 0.00

17 京都河原町駅（阪急）
7,446 0 0.00 9,445 1 0.01 9,710 0 0.00 9,872 0 0.00 10,979 0 0.00 16,249 1 0.01

18 烏丸駅（阪急）
5,211 0 0.00 6,103 0 0.00 5,831 0 0.00 7,272 0 0.00 7,063 1 0.01 7,051 0 0.00

19 大宮駅（阪急）
3,435 4 0.12 2,707 2 0.07 3,427 4 0.12 3,647 2 0.05 3,206 4 0.12 4,797 6 0.13

20 西院駅（阪急）
5,754 9 0.16 6,149 1 0.02 7,987 5 0.06 9,294 8 0.09 4,651 4 0.09 7,274 1 0.01

21 桂駅（阪急）西側
2,583 1 0.04 2,611 3 0.11 2,733 8 0.29 2,895 3 0.10 1,784 2 0.11 2,854 15 0.53

22 桂駅（阪急）東側
1,484 1 0.07 1,650 1 0.06 1,729 1 0.06 1,514 1 0.07 1,492 1 0.07 1,423 5 0.35

23 京都大学
1,558 1 0.06 1,996 0 0.00 2,289 0 0.00 2,412 1 0.04 3,128 0 0.00 2,128 2 0.09

24 京都外国語大学
1,564 0 0.00 878 0 0.00 1,260 0 0.00 1,511 1 0.07 1,575 1 0.06 1,354 0 0.00

25 京大病院
174 1 0.57 256 2 0.78 371 5 1.35 831 1 0.12 338 2 0.59 308 0 0.00

26 府立医大病院
2,127 3 0.14 1,248 2 0.16 588 1 0.17 522 1 0.19 805 1 0.12 732 0 0.00

27 第一日赤
396 4 1.01 348 2 0.57 364 4 1.10 381 6 1.57 419 3 0.72 326 1 0.31

28 第二日赤
697 5 0.72 803 2 0.25 842 5 0.59 970 2 0.21 982 0 0.00 881 3 0.34

29 市立病院
402 3 0.75 385 1 0.26 355 0 0.00 1,090 0 0.00 1,576 0 0.00 1,194 3 0.25

30 武田病院
1,412 0 0.00 1,937 0 0.00 1,986 1 0.05 2,664 1 0.04 2,819 0 0.00 3,075 1 0.03

31 丸太町病院
614 0 0.00 584 0 0.00 1,109 1 0.09 1,397 2 0.14 1,726 4 0.23 2,388 0 0.00

32 四条繁栄会
8,101 1 0.01 9,092 0 0.00 8,160 0 0.00 10,019 0 0.00 9,933 0 0.00 8,893 0 0.00

33 烏丸通（三条烏丸北東角）
3,755 0 0.00 4,003 0 0.00 2,371 1 0.04 4,310 0 0.00 4,216 0 0.00 4,172 0 0.00

34 烏丸通（烏丸仏光寺交差点北西角）
2,993 2 0.07 2,772 1 0.04 3,852 0 0.00 3,986 0 0.00 3,013 0 0.00 4,746 0 0.00

35 三条名店街商店街
3,874 3 0.08 6,186 0 0.00 5,648 0 0.00 4,690 0 0.00 4,478 2 0.04 5,421 1 0.02

36 河原町商店街
7,787 0 0.00 9,264 0 0.00 10,331 0 0.00 12,287 0 0.00 11,663 1 0.01 10,447 0 0.00

37 寺町商店街
5,221 0 0.00 9,912 0 0.00 10,951 0 0.00 11,191 0 0.00 12,312 0 0.00 11,818 2 0.02

38 新京極商店街（蛸薬師交差点）
9,963 0 0.00 11,272 0 0.00 4,343 0 0.00 13,854 0 0.00 4,808 1 0.02 14,269 1 0.01

39 新京極商店街（ろっくんプラザ）
7,752 0 0.00 12,408 0 0.00 8,960 0 0.00 9,804 0 0.00 12,591 0 0.00 11,198 0 0.00

40 蛸薬師商店街
10,097 0 0.00 8,829 0 0.00 8,068 0 0.00 16,735 0 0.00 30,011 1 0.00 9,177 0 0.00

41 木屋町通（十軒町橋）
2,627 10 0.38 2,828 5 0.18 3,570 13 0.36 5,601 17 0.30 2,814 6 0.21 2,645 0 0.00

42 木屋町通（先斗町公園）
1,109 35 3.16 1,252 38 3.04 2,493 18 0.72 3,344 7 0.21 458 2 0.44 389 0 0.00

43 先斗町通
841 2 0.24 2,179 5 0.23 1,970 2 0.10 3,204 1 0.03 4,355 3 0.07 3,531 3 0.08

44 三条大橋西詰
2,756 17 0.62 3,330 13 0.39 3,442 29 0.84 4,197 24 0.57 5,260 38 0.72 4,034 11 0.27

45 京都三条会商店街
1,611 0 0.00 1,536 0 0.00 2,033 1 0.05 2,526 1 0.04 2,945 3 0.10 1,694 4 0.24

46 金閣寺
254 0 0.00 757 0 0.00 674 0 0.00 1,746 0 0.00 2,579 1 0.04 2,167 0 0.00

47 銀閣寺
794 0 0.00 498 0 0.00 467 0 0.00 950 0 0.00 902 1 0.11 686 0 0.00

48 北野天満宮
482 2 0.41 596 1 0.17 567 0 0.00 844 0 0.00 735 0 0.00 697 0 0.00

49 嵐山
1,902 0 0.00 5,374 0 0.00 5,683 0 0.00 6,699 0 0.00 5,738 1 0.02 4,471 2 0.04

50 二条城
2,055 0 0.00 1,267 0 0.00 1,123 0 0.00 2,167 0 0.00 2,888 1 0.03 3,615 0 0.00

51 岡崎地域
246 0 0.00 1,026 0 0.00 420 0 0.00 245 0 0.00 1,280 0 0.00 208 0 0.00

52 錦市場
3,424 9 0.26 8,075 11 0.14 5,116 3 0.06 6,735 4 0.06 6,060 2 0.03 8,713 2 0.02

53 清水寺
1,825 0 0.00 5,979 0 0.00 8,504 0 0.00 12,914 0 0.00 14,587 0 0.00 19,010 0 0.00

54 ねねの道
510 1 0.20 1,691 0 0.00 1,319 0 0.00 3,275 1 0.03 2,858 0 0.00 2,470 0 0.00

55 五条坂
1,092 0 0.00 3,014 0 0.00 1,056 1 0.09 1,838 1 0.05 5,638 5 0.09 4,108 0 0.00

56 八坂神社
1,718 1 0.06 2,784 1 0.04 2,878 0 0.00 7,041 0 0.00 4,694 1 0.02 6,844 1 0.01

57 花見小路
487 2 0.41 4,229 0 0.00 4,997 1 0.02 10,907 0 0.00 12,014 0 0.00 8,114 0 0.00

58 祇園新橋
679 5 0.74 1,764 2 0.11 1,464 0 0.00 2,413 0 0.00 2,664 3 0.11 3,405 0 0.00

59 東本願寺
1,909 1 0.05 2,233 1 0.04 2,376 0 0.00 4,535 1 0.02 4,935 0 0.00 3,497 1 0.03

60 伏見稲荷大社
2,402 3 0.12 2,261 0 0.00 2,120 0 0.00 5,753 0 0.00 6,572 0 0.00 8,185 0 0.00

総計 180,662 160 229,767 123 217,145 131 301,130 112 327,194 132 303,952 91

市内中心地 82,126 15 0.02 102,196 16 0.02 89,069 5 0.01 120,257 4 0.003 126,690 14 0.0111 122,697 7 0.0057

京都駅 14,360 1 0.01 19,919 0 0.00 19,664 0 0.00 27,472 0 0.000 32,228 2 0.0062 26,410 1 0.0038

清水・祇園 10,802 8 0.07 26,895 2 0.01 25,559 2 0.01 44,816 2 0.005 58,464 7 0.0120 58,375 1 0.0017

対策強化区域以外 73,374 136 0.19 80,757 105 0.13 82,853 124 0.15 108,585 106 0.098 109,812 109 0.0993 96,470 82 0.0850

合計 180,662 160 0.09 229,767 123 0.05 217,145 131 0.06 301,130 112 0.04 327,194 132 0.0400 303,952 91 0.0300

R7.5R6.4R5.4R4.4【合　計】 R3.4 R3.10
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